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○京田辺市附属機関設置条例 

平成２６年３月２８日 

条例第１号 

改正 平成２９年６月２８日条例第１５号 

平成３０年３月２８日条例第４号 

平成３１年３月２７日条例第１号 

令和４年３月３１日条例第１２号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、附属機

関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市は、別表執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関として、それぞれ同表名称

の欄に掲げる附属機関を置く。 

（担任事務） 

第３条 附属機関の担任する事務は、それぞれ別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。 

（委員） 

第４条 附属機関は、それぞれ別表人数の欄に掲げる人数の委員で組織する。 

２ 委員は、それぞれの附属機関が担任する事務に応じて執行機関が適当と認める者のう

ちから、執行機関が委嘱し、又は任命する。 

３ 委員の任期は、それぞれ別表任期の欄に掲げる期間とし、再任されることを妨げない。

ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（部会） 

第５条 附属機関は、担任事務に関し必要があると認めるときは、部会を置くことができ

る。 

（秘密を守る義務） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

（委任） 

資料１ 



2/2 

第７条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、執

行機関が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

 

※ 中略 

 

別表（第２条―第４条関係） 

執行

機関 

名称 担任事務 人数 任期 

市長 京田辺市健康づ

くり推進協議会 

次に掲げる事項を協議し、市長に意見を述べ

ること。 

（１） 総合的な健康づくり等の計画の策定

及び進行管理等に関すること。 

（２） 食育に関すること。 

（３） その他市民の健康づくりに関するこ

と。 

１５人

以内 

２年 

京田辺市行政改

革推進委員会 

京田辺市の行政改革について必要な事項を調

査審議し、市長に意見を述べること。 

８人以

内 

２年 

 

※ 以下省略 

 


